
                     第 ７ 号 議 案  

                          令 和 ７ 年 ５ 月 2 6 日 

任 用 給 与 課 

 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について 

 
  地方公務員法第５条第２項に基づき、令和７年５月26日付７議事第46号をもって東京都議
会議長より照会のあった議案（別添）に係る意見については、下記のとおり回答する。 

 
記 

 

議 案 名 

１ 第168号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第169号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第172号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

意  見 

異議ありません。 
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１ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   地方公務員の育児休業等に関する法律（以下、「育児休業法」という。）の一部を改正する法律等

の施行に伴い、部分休業の拡充等のため、所要の改正を行う。   

項   目  
該 当 条 文 内           容 

部分休業 

第14条 

第１項 

第２項 

 

第14条の２（新設） 

第14条の３（新設） 

第14条の４（新設） 

第14条の５（新設） 

 

【部分休業の拡充】 

※部分休業：小学校就学までの子を養育するため、勤務時間の一部を勤務しな

いことができる制度 

〇現行の１日当たり２時間の範囲内で取得できる形態について、勤務の始めと

終わりに限定されず取得できるようにすることに加え、新たに１年に１０日
の範囲内で、１日当たりの上限時間数なく取得できる形態を設け、年度ごと

に、いずれかの形態を選択可（第１４条～第１４条の４） 

（現行） 

 勤務時間の始めと終わりにおいて、１日当たり２時間の範囲内で、３０分を

単位として取得可 

  ↓ 

（改正後） 

 次のいずれかを選択可 

①１日当たり２時間の範囲内で、３０分を単位として取得可（勤務の始めと

終わりに限定されず）…第１号部分休業 ※育児休業法第19条第２項第１

号 

②１年に１０日（常勤職員：７７時間３０分）の範囲内で、１日当たりの上

限なく、原則１時間を単位として取得可…第２号部分休業新設 ※育児休

業法第19条第２項第２号 

〇配偶者等が負傷又は疾病により入院したことなどにより、子の養育に著しい
支障が生じる場合、上記第１号と第２号の部分休業を変更可（第１４条の

５）新設 

妊娠、出産等の

申出があった場

合における措置

等 

第 17条 

第３項（新設） 

第４項（新設） 

第５項（新設） 

【妊娠、出産等についての申し出があった場合における措置】 

〇任命権者は、妊娠、出産等の申出をした職員に対して、次に掲げる措置を講

じなければならない。（第１７条第３項）新設 

 ① 育児と仕事の両立支援制度又は措置の周知 

② 出生時両立支援制度等の請求等に係る職員の意向確認 

③ 子の心身又は家庭の状況に起因して発生又は発生することが予想される家

庭生活と職業生活との支障となる事情の改善に資する事項に係る職員の意

向確認 

 〇３歳に満たない子を養育する職員に対して、規則で定める期間内に、次に掲

げる措置を講じなければならない。（第１７条第４項）新設 

①育児と仕事の両立支援制度又は措置の周知 

②育児期両立支援制度等の請求等に係る職員の意向確認 

③子の心身又は家庭の状況に起因して発生又は発生することが予想される家

庭生活と職業生活との支障となる事情の改善に資する事項に係る職員の意

向確認 
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  〇任命権者は、上記により意向を確認した事項の取扱い当たっては、当該意向

に配慮しなければならない。（第１７条第５項）新設 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年10月１日 

経 過 措 置 

附則第１項 

附則第２項 

〇改正後の部分休業に係る請求は、施行の日前の令和７年７月１日より行うこ

とができる。 

〇令和７年度の第二号部分休業は、５日（常勤職員：３８時間４５分）とす

る。 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

育児休業法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、子育て部分休暇の拡充のため、所要の改正を

行う。 

項   目  
該 当 条 文 内           容 

子育て部分休暇 

第17条の３ 

第１項 

 

【子育て部分休暇の拡充】 

※子育て部分休暇：小学校１年生から３年生までの子を養育するため、部分休

業と同様に、勤務時間の一部を勤務しないことができる制

度 

〇部分休業と同様の制度拡充を行うため、規定を改正する。 

（現行） 

  一日の勤務時間の一部について勤務しないこと 

   ↓ 

（改正後） 

  一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと 

 

〇具体的事項は、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」で規

定 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年10月１日 

 

経 過 措 置 

附則第２項 

改正後の子育て部分休暇に係る請求は、施行の日前の令和７年７月１日より

行うことができる。 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 
「２」と同様の改正を行う。 
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７ 議 事 第 ４ ６ 号  

令和７年５月２６日  

 

 東京都人事委員会委員長 

     中 西  充  殿 

 

 

                         東京都議会議長 

増 子 ひ ろ き  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について（照会） 

 

 

 令和７年第２回定例会に提出のため、知事から送付された下記議案について、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５条第２項の規定により、貴委員会の意見を求

めます。 

 

 

記 

 

 

１ 第１６８号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する 

条例 

２ 第１６９号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第１７２号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正 

する条例 
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～ 目 次 ～ 

 

１ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

条 例 改 正 案 文 一 覧 

別 添 
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～ 目 次 ～ 

 

１ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

条 例 改 正 新 旧 対 照 表 

参 考 
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
、

第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四

条
（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十

七
条
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
、

第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四

条
（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十

七
条
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

勤
務
日
数
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で

定
め
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
第
一
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
十
四
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求

す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
業
」
と

い
う
。
）
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
四
号
の
職
員
（
以
下
「
企
業

等
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
公
務
員
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純

な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
以
下
「
単
純
労
務

職
員
」
と
い
う
。
）
で
企
業
等
職
員
以
外
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及

第
二
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

一 

勤
務
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員

（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

二 

（
略
） 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
十
四
条 

部
分
休
業
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
四
号
の
職
員
（
以

下
「
企
業
等
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
公
務
員
法
第
五
十
七
条
に
規
定

す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
以
下
「
単

純
労
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
企
業
等
職
員
以
外
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
）
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
三
十
分
を
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び
第
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
）
に
お
い
て
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は

学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い

職
員
（
企
業
等
職
員
、
単
純
労
務
職
員
で
企
業
等
職
員
以
外
の
も
の
及
び
非

常
勤
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
一
号
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、

一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て

勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す

る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
第
一
号
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に

つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か

ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は

介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
か

ら
当
該
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
第
二
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
十
四
条
の
二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で

請
求
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
二
号
部
分
休
業
」

と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
時
間
数
の
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に
分
を
単
位
と
し
た
時
間
が

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が

あ
っ
た
と
き 

当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数 

二 

第
二
号
部
分
休
業
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
残
時
間
数
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

 
 

単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は

学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い

職
員
（
企
業
等
職
員
、
単
純
労
務
職
員
で
企
業
等
職
員
以
外
の
も
の
及
び
非

常
勤
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に

つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し

な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、

当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時

間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
介
護
時

間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
か
ら
当
該

承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 
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当
該
残
時
間
数 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
） 

第
十
四
条
の
三 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期

間
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
時
間
） 

第
十
四
条
の
四 
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
時

間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時

間
と
す
る
。 

一 

非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員 

七
十
七
時
間
三
十
分 

二 

非
常
勤
職
員 

当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間

数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
十
四
条
の
五 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事

情
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
負
傷
又
は
疾
病

に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
時
に
予
測
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
（
以
下
「
第
三
項
変
更
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
同
項
の

職
員
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が

生
じ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
事
情
と
す
る
。 

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
等
の
取
扱
い
） 

第
十
五
条 

職
員
（
企
業
等
職
員
、
単
純
労
務
職
員
で
企
業
等
職
員
以
外
の
も

の
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
が
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
。
以
下
「
職
員
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
職
員
給
与
条
例

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ

き
職
員
給
与
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の

  

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

       

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
等
の
取
扱
い
） 

第
十
五
条 

職
員
（
企
業
等
職
員
、
単
純
労
務
職
員
で
企
業
等
職
員
以
外
の
も

の
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
場
合
に
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例

第
七
十
五
号
。
以
下
「
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職

員
に
あ
っ
て
は
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
職
員
給
与
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
勤

務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
合
計
額
を
減
額
し
て
、
学
校
職
員
の
給

15



  

 

額
の
合
計
額
を
減
額
し
て
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
学
校
職
員
給
与

条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
合
計
額

を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。 

２ 

非
常
勤
職
員
が
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の

承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
支
給
す
る
報
酬
の
額

（
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
額
を
除

く
。
）
の
う
ち
そ
の
勤
務
し
な
い
時
間
数
に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
十
六
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法

第
五
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
由
は
、
職
員
が
第
三
項
変
更
を
し
た
と

き
と
す
る
。 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
） 

第
十
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
出
職
員
の
育
児
と
仕
事
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号

に
お
い
て
「
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を

知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申
出
（
以
下
「
請
求
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関

す
る
申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
に

発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
家
庭
生
活
と
職
業
生
活
と

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学

校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
学
校

職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な

い
一
時
間
に
つ
き
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

当
た
り
の
給
料
等
の
額
の
合
計
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。 

 

２ 

非
常
勤
職
員
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当

該
職
員
に
支
給
す
る
報
酬
の
額
（
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
そ
の
勤
務
し
な
い
時
間
数
に
相

当
す
る
額
を
減
額
す
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
十
六
条 

第
十
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

  

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 
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の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
申
出
職
員
の

意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

４ 
任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に 

お
い
て
「
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

対
象
職
員
の
育
児
と
仕
事
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号

に
お
い
て
「
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を

知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認

す
る
た
め
の
措
置 

三 

対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る

対
象
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
家
庭
生
活
と
職
業
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改

善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

５ 

任
命
権
者
は
、
第
三
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
意
向
を

確
認
し
た
事
項
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

  

（
新
設
） 

             

（
新
設
） 

  

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条 

（
略
） 
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職
員
の

に
関
す
る

 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で 

現
行

 

第
一
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で 

 

子
育
て
部
分
休
暇

 

子
育
て
部
分
休
暇

 

第
十
七
条
の
三 
任
命
権
者

九
歳
に
達
す
る
日
又
は

学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第
三
学
年
を
修
了

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
養
育
す
る

は
育
児
休
業
法
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職

員
を
除

当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は

公
務

運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き

一
日
の
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
に

つ
い
て
勤
務

次
項

子
育
て

を
承
認

 

２ 
 

第
十
七
条
の
三 

任
命
権
者

九
歳
に
達
す
る
日
又
は

学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第
三
学
年
を
修
了

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
養
育
す
る

は
育
児
休
業
法
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職

員
を
除

当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合

公
務

運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除

一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤

務

次
項

子
育
て

承

認

 

２ 
 

第
十
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

現
行

 

第
十
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
条
ま
で 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
十
八
条
の
三 
教
育
委
員
会
は
、
九
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育

学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第
三
学
年
を
修
了

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
養
育
す
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
育
児
休
業
法
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職

員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
運

営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ

い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
子
育
て
部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
九
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育

学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第
三
学
年
を
修
了

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
養
育
す
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
育
児
休
業
法
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職

員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
運

営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務

し
な
い
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
子
育
て
部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）
を
承
認
す

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

第
十
八
条
の
四
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
八
条
の
四
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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